
No 施設名 設置根拠条例
所在地

（北九州市）
建築年月日 供用開始年月日 構造 建築物等の概要等 駐車場台数 供用時間 休業日

1 桃園球場
北九州市都市公園、霊園、駐車
場等の設置及び管理に関する条
例

八幡東区桃園四丁目１番 昭和23年11月1日 昭和23年11月1日
ＲＣ造　平屋建
ＳＲＣ造

競技場　14,180㎡、収容人員　10,500
人
本部席・ベンチ・スタンド

60台
（公園駐車場）

（４～10月）
６：００～２１：００
（11～3月）
６：００～１８：００

年末年始
（１２月２９日～翌年１月３日）

2 桃園運動場
北九州市都市公園、霊園、駐車
場等の設置及び管理に関する条
例

八幡東区桃園四丁目２番 昭和28年6月1日 昭和28年6月1日 ＲＣ造
競技場　18,000㎡（夜間照明）、収容人
員　11,000人

71台
（公園駐車場）

６：００～２１：００
年末年始
（１２月２９日～翌年１月３日）

3 桃園庭球場
北九州市都市公園、霊園、駐車
場等の設置及び管理に関する条
例

昭和33年12月1日 昭和33年12月1日 ＲＣ造　平屋建
競技場　6,984㎡（クレー3面、砂入り人
工芝8面）壁打（2面）676㎡
シャワー室、事務室

50台
（公園駐車場）

（４～11月）
７：００～２１：００
（12～3月）
７：００～１８：００

年末年始
（１２月２９日～翌年１月３日）

4 桃園弓道場
北九州市都市公園、霊園、駐車
場等の設置及び管理に関する条
例

昭和40年4月1日 昭和40年4月1日
ＲＣ造
木造
ＣＢ造

5人立
延床350.0㎡
アーチェリー場併設

桃園プールと共用 ９：００～２１：００
年末年始
（１２月２９日～翌年１月３日）

5 桃園市民プール 北九州市スポーツ施設条例 令和2年3月予定 令和2年4月予定
Ｓ造、ＲＣ造
地上２Ｆ
地下１Ｆ

（室内）
公認50ｍ（8レーン）
公認25m（6レーン）
幼児用プール（26m×5.8m）
会議室
大型映像装置

300台予定
（公園駐車場）

１０：００～２０：０
０

７、８月を除く月の月曜日
（その日が休日に当たるときはその翌
日）
年末年始
（１２月２９日～翌年１月３日）

6 大谷球場 北九州市スポーツ施設条例 八幡東区大谷一丁目２番１５号 昭和２年 平成16年7月1日 ＲＣ造

競技場面積 14,365ｍ2
本部席・ベンチ・スタンド
収容人員 5,000人
新日鐵住金から借受

73台

（４～10月）
６：００～２１：００
（11～3月）
６：００～１８：００

年末年始
（１２月２９日～翌年１月３日）
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－
桃園市民プール（室
内）

北九州市都市公園、霊園、駐車
場等の設置及び管理に関する条
例

八幡東区桃園三丁目１番 昭和38年11月16日 昭和38年11月16日
Ｓ造、ＲＣ造　地
上２Ｆ地下１Ｆ

（室内）
　公認50ｍ（7コース）

桃園弓道場と共用

（７、８月）
９：００～２０：００
（５、６、９、１０月）
・日祝9:00～20:00
・その他13:00～20:00
（その他の月）
１３：００～２０：００

７、８月を除く月の月曜日（その日が休
日に当たるときはその翌日）
年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）

北九州市立桃園市民プール等６スポーツ施設施設概要

八幡東区桃園三丁目１番

※桃園市民プール（北九州市スポーツ施設条例を設置根拠条例とするもの）は、同施設の建設工事の進捗状況により、供用開始日が確定していない。従って、同施設の指定期間は、同施設の供用開始の日から、令和7年3月31日とする。なお、指
定管理者は、令和2年4月1日から、桃園市民プール（北九州市スポーツ施設条例を設置根拠条例とするもの）の供用開始の日の前日までの間、桃園市民プール（室内）（北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例を設置根
拠条例とするもの）を管理する。（左記については、公募の際の募集要項に記載）


